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―品川区自転車活用推進計画の策定にあたって― 

 

 自転車は手軽で便利に利用できる交通手段として、生

活の様々な場面で利用されています。近年では、自動車

から自転車への転換による環境負荷の低減、災害時にお

ける交通機能の維持、健康増進等、自転車を活用した様々

な効果が期待されています。 

 品川区においても、日常生活を支える身近な移動手段

として、自転車が多く利用されており、これまでも自転

車通行空間の整備や、駐輪場の整備、放置自転車の撤去

等、自転車に関連する取り組みを行ってまいりました。 

 一方、自転車が関連する事故、放置自転車、ルールを

守らない自転車の危険運転の問題等、解決すべき課題が

残されています。加えて、電動キックボード、電動バイ

ク等、新しい移動手段の普及、業務用自転車や大型自転

車の増加等、社会情勢の変化も生じています。 

 これらの現状や課題を踏まえ、自転車の総合的かつ計

画的な活用を推進するため、品川区自転車活用推進計画

を策定しました。 

 品川区では、交通の脱炭素化と地域交通機能の充実に

向け、新たな交通インフラである「AI オンデマンド」等

の導入について取り組むこととしています。自転車の活

用がこうした地域特性に応じた公共交通と連携を図るこ

とで、自動車への依存度を低減し、環境にもやさしい「未

来に希望の持てるサステナブルな社会」の実現につなが

るものと考えております。誰もが安全・安心に自転車を

利用できる環境整備を進めることで、区民の皆さまの生

活が一層充実し、「区民の幸福（しあわせ）」すなわち

ウェルビーイングの実現につながるよう取り組んでまい

ります。 

 自転車の安全・安心な活用に向け、区民の皆さまにも

ご理解とご協力を心からお願い申し上げます。 

 

令和６年３月 

       品川区長  
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１章 計画の概要 

１.１ 計画の背景と目的 

自転車は、手軽で便利に利用できる移動手段として、生活の様々な場面で利

用されています。 

近年では、環境にやさしい移動手段として自動車から自転車へのシフトや健

康志向の高まり、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自転車通勤の

増加等を背景に、自転車の利用ニーズがより一層高まっています。 

品川区においても、日常生活を支える身近な移動手段として自転車が多く利

用されており、これまでも自転車通行空間の整備が進められています。また、

2017（平成 29）年よりサービスが開始されたシェアサイクルについても、利

用が年々増加傾向にあり、臨海部ではサイクルイベントが開催されるなど、多

様な自転車利用への関心が高まりつつあります。 

一方、自転車が関与する交通事故や歩行者とのトラブル、新型コロナウイル

ス感染症拡大による駅利用者減少に伴う駐輪場定期利用者の減少や業務用自

転車の増加、子育て世帯を中心とした大型自転車の増加、駅周辺等における自

転車の放置、これによる景観の悪化等、対応・対策が求められる社会情勢の変

化や課題が生じています。また、区内には活気のある商店街が多く、区内外か

ら多くの人が訪れることから、自転車の事故や放置、通行ルール等への対応が

求められています。これまでも区では、自転車に対する様々な取り組みを行っ

てきましたが、いまだに多くの課題が残されています。 

区では、このような自転車を取り巻く現状や課題を踏まえつつ、自転車活用

推進法の基本理念（環境負荷の低減、災害時の交通機能維持、健康の増進、交

通混雑の緩和、自転車の役割拡大、交通安全の確保）を勘案し、SDGs にも配慮

しながら、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進します。これにより、品川

区基本構想で示す将来像「輝く笑顔 住み続けたいまち しながわ」のさらなる

実現に向け、公共交通をはじめとするその他の交通手段と連携して、誰もが安

全・安心、円滑に移動できるまちの実現を目指します。 
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１.２ 計画の位置づけ 

自転車の活用を総合的・計画的に推進するため、「自転車活用推進法」が 2017

（平成 29）年５月より施行されました。自転車活用推進法に基づき、国は 2018

（平成 30）年６月に、東京都は 2019（平成 31）年３月にそれぞれ自転車活用

推進計画を策定し、2021（令和３）年５月には両計画とも改定が行われました。 

また、隣接５区でも自転車活用推進計画や自転車ネットワーク計画が策定さ

れています。 

本計画は、国や東京都の自転車活用推進計画の内容を勘案しつつ、区の上位

計画である「品川区基本構想」（2008（平成 20）年４月策定）、「品川区長期

基本計画」（2020（令和２）年４月策定）、「品川区まちづくりマスタープラ

ン」（2023（令和５）年３月改定）との整合を図り、区のその他関連計画や関

連条例とも整合・連携して策定します。 

 

図 １-１ 本計画の位置づけ  

自転車活用推進法（2017（平成 29）年 5 月） 

品川区基本構想（2008（平成 20）年 4 月） 

品川区長期基本計画 

（2020（令和 2）年 4

月策定） 

品川区まちづくりマス

タープラン（2023（令

和 5）年 3 月改定） 

品川区自転車活用推進計画 

内容を 

勘案 

整合 整合 

○関連計画 

・品川区地域公共交通基本方針 

・第 11 次品川区交通安全計画 

・品川区都市型観光プラン 

・品川区環境基本計画 

・しながわ健康プラン２１（中間・評価見直し） 等 

○関連条例 

・品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の

整備に関する条例 等 

整合・連携 

（国）第 2次自転車活用推進計画（2021（令和 3）年 5 月） 

東京都自転車活用推進計画（2021（令和 3）年 5 月） 
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１.３ 計画の期間 

国の「第２次自転車活用推進計画」の計画期間は、2021（令和３）年度から

2025（令和７）年度となっています。 

また、「東京都自転車活用推進計画」の計画期間は、2021（令和３）年度か

ら 2030（令和 12）年度となっています。 

さらに、「品川区まちづくりマスタープラン」が 2023（令和５）年３月に改

定され、計画期間を 2023（令和５）年度から 2032（令和 14）年度の 10 年間

としています。 

品川区の自転車活用推進計画は、国の「第２次自転車活用推進計画」および

「東京都自転車活用推進計画」を勘案しつつ、「品川区まちづくりマスタープ

ラン」と整合を図る必要があることから、本計画の期間は 2024（令和６）年度

～2033（令和 15）年度の 10 年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １-２ 本計画と上位関連計画の期間 

１.４ 計画の対象地域 

計画の対象地域は、品川区全域とします。 
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品川区長期基本計画

（2020(R2)年度～2029(R11)年度)
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（2023(R5)年度～2032(R14)年度)

品川区地域公共交通基本方針

(2020(R2)年度～2029(R11)年度)
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(2016(H28)年度～2025(R7)年度)
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(2018(H30)年度～2027(R9)年度)

しながわ健康プラン２１（中間・評価見直し）

(2020(R2)年度～2024(R6)年度)

品川区自転車活用推進計画
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２章 自転車利用等の現状 

２.１ 自転車の特色 

自転車は様々な特色を持っており、様々な活用が推進されています。具体的

には、主に以下の５つの特色が挙げられます。 
 

（１）くらしの足を支える身近な移動手段 

品川区を出発地とするトリップ1について、交通手段別の移動時間の割

合をみると、「路線バス・都電」は 30-39 分、「鉄道・地下鉄」、「自動

車」は 60 分以上の割合が最も高い一方、「自転車」は 10-19 分の割合が

最も高く、0-9 分と合わせると 20 分未満で７割を占めています。 

自転車は、他の交通手段よりも短時間の移動において多く利用されてお

り、日々のくらしを支える身近な移動手段であると言えます。 

 

 

図 ２-１ 交通手段別の移動時間の割合（品川区出発地） 

資料：東京都市圏交通計画協議会「第６回東京都市圏パーソントリップ調査」（2018（平成 30）年）より作成 

注１：二輪車、徒歩、その他の交通手段は除く 

注２：トリップ数の割合は、交通手段ごとの移動時間の構成比 

 

  

                            
1 目的をもった２地点間の移動（およびその単位）のこと。ただし、同一目的の移動で複数の交通手段を利用しても、

1 トリップと数え、逆に同一手段の利用でも、目的が変わると別トリップとなる。 
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（２）環境にやさしい移動手段 

気候変動への対応等、近年は環境対策への機運が高まっており、自転車

は CO2を排出しない移動手段として注目されています。 

国は 2020（令和２）年に「2050 年までにカーボンニュートラル2の実現

を目指す」ことを発表し、国土交通省が戦略的に取り組む重点プロジェク

トとしてとりまとめた「国土交通グリーンチャレンジ」では、「デジタル

とグリーンによる持続可能な交通・物流サービスの展開」の取り組みの中

で、自転車の利用促進を示しています。 

 

 

図 ２-２ 「デジタルとグリーンによる持続可能な交通・物流サービスの展開」の 

取り組み 
資料：国土交通省「国土交通グリーンチャレンジ 概要」（2021（令和３）年７月）に一部加筆 

 

  

                            
2 温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。 
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（３）健康増進に効果がある移動手段 

自転車について、海外の研究機関では「糖尿病をはじめとした生活習慣

病のリスクを低減する効果がある」と報告しています。 

また、ジョギングやランニングに比べて自転車は足や膝への負担が少な

いことから、日頃あまり運動をしていない人が始めてもケガをしにくいメ

リットがあります。 

 

表 ２-１ 身体活動のメッツ（ＭＥＴｓ） 

 
資料：スポーツ庁 Web 広報マガジン「DEPORTARE」（2020（令和２）年 10 月 23 日）に一部加筆 
注：メッツは運動強度の単位で、安静時を 1 とした時と比較して何倍のエネルギーを消費するかで活動の強度を示した

もの。 
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（４）観光・レジャーで気軽に利用できる移動手段 

時代の変化とともに、製品に価値を見出す「モノ消費」から、体験に価

値を見出す「コト消費」に消費傾向が変化しています。 

インバウンドを含め、体験型

観光のニーズが高まっているこ

とから、国際的なサイクリング

大会の誘致やシェアサイクルを

活用したサイクリングの活性化

等、自転車の観光・レジャーへの

活用が期待されます。 

 

図 ２-３ しながわ区民公園内の 

  貸し出し自転車 

（５）災害時における機動性が高い移動手段 

地震等の災害が発生した際には、自動車による避難渋滞や公共交通機関

の運転見合わせが発生する恐れがあります。そのような状況下でも、自転

車は機動性が高く燃料を必要としないため、迅速な被災状況の把握や災害

対応に活用が期待されています。 

区では、災害時の初動およびその後の復旧活動の効率化を図るため、区

職員が緊急移動手段としてシェアサイクルを活用できるよう、事業者と協

定を締結しています。 

 
図 ２-４ 東日本大震災における震災前後の交通行動変化（仙台市中心部） 

資料：国土交通省「第３回 自転車の活用推進に向けた有識者会議」（2018（平成 30）年２月）配布資料に一部加筆 



２章 自転車利用等の現状 

 

8 

２.２ 自転車を取り巻く近年の社会情勢 

（１）自転車関連事故の状況 

全国的な傾向として、2012（平成 24）年～2021（令和３）年の 10 年間

で、自動車関連事故は 54.7％減少したのに対し、自転車関連事故は 47.2％

の減少となっています。自転車関連事故は減少していますが、自動車関連

事故と比べると減少率が小さい状況です。 

自転車関連の死傷事故のうち、「自転車対自動車」は大幅に減少してい

ますが、「自転車対歩行者」、「自転車単独」は増加しています。 

 

 
図 ２-５ 自転車関連事故の状況 

資料：国土交通省「第１回 安全で快適な自転車等利用環境の向上に関する委員会」（2023（令和５）年２月） 配布

資料に一部加筆 

 

  

 
▲9.0％ 
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（２）ヘルメット着用の努力義務化 

2023（令和５）年４月１日に「道路交通法の一部を改正する法律」が施

行され、自転車乗車時のヘルメット着用について、年齢問わず努力義務と

されました。 

 

（３）大型自転車の普及 

近年、国内の自転車生産台数は減少傾向にありますが、電動アシスト自

転車の生産台数は増加しています。 

2014（平成 26）年に電動アシスト自転車と一般車の生産台数が逆転し、

2022（令和４）年では自転車生産台数の 80％が電動アシスト自転車となっ

ています。 

特にチャイルドシート付電動アシスト自転車のような大型自転車が子

育て世帯を中心に普及しており、駐輪場では既存の駐輪ラックにタイヤが

収まらない、車体が大きいため二段式ラックに入れられない、他の自転車

が隣の駐輪ラックに入れられないなどの問題が発生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-６ 国内の自転車生産台数と電動アシスト自転車の割合の推移 

資料：経済産業省「生産動態統計 年報 機械統計編」（2003（平成 15）年～2022（令和４）年）より作成 
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（４）新しい移動手段の普及 

電動キックボードとは、キックボードに原動機（電動モーター）を装備

したもので、手軽に乗れる新たなパーソナルモビリティとして注目されて

いる乗り物です。 

2023（令和５）年７月１日から、電動キックボード等に関する改正道路

交通法が施行され、一定の基準を満たす電動キックボード（特定小型原動

機付自転車）は、16 歳以上であれば運転免許がなくても運転が可能となり

ました。また電動キックボード以外にも、基準を満たすことで、電動バイ

ク（ペダル付原動機付自転車）等も、特定小型原動機付自転車に含まれる

ため、今後様々なモビリティの開発が予想されます。 

特定小型原動機付自転車の走行場所が自転車と同様となるなどの新た

な交通ルールが適用されているため、自転車通行空間におけるより一層の

安全確保が求められます。 

 

 

図 ２-７ 特定小型原動機付自転車の基準 

資料：政府広報オンラインウェブサイト「電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう！」（2023（令和

５）年７月） 

 
図 ２-８ 特定小型原動機付自転車の通行場所のイメージ  

■車体の大きさ 

・長さ：190 センチメートル以下 

・幅：60 センチメートル以下 

■車体の構造 

・原動機として、定格出力が 0.60 キロワッ

ト以下の電動機を用いること。 

・時速 20 キロメートルを超えて加速するこ

とができない構造であること。 

・走行中に最高速度の設定を変更することが

できないこと。 

・オートマチック・トランスミッション

（AT）であること。 

・最高速度表示灯（灯火が緑色で、点灯又は

点滅するもの）が備えられていること。 

資料：警察庁ウェブサイト「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」 
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区内の電動キックボードポート（Luup）は、概ね区内に広く分布してい

ますが、区南側（西大井駅周辺）や臨海部（八潮地域）等、ポートが分布

していない地域も見られます。 

 

 

図 ２-９ 電動キックボードポートの分布状況（Luup） 

資料：株式会社 Luup ウェブサイト「ポート設置場所マップ」より作成 

注：2024（令和６）年２月時点 

 

 

図 ２-１０ 区内の電動キックボードポート（Luup）の例（大井） 
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（５）コロナ禍による影響 

新型コロナウイルス感染症拡大により、テレワーク等の取り組みが広が

ったことで、鉄道利用者が減少しました。それに伴い、駅利用の自転車も

減少しており、区内でも駐輪場利用者が減少しています（32ページ参照）。 

駅利用の自転車が減少した一方、密を避ける移動手段として自転車通勤

を始める人が増加しました。また、シェアサイクルの利用も増加傾向にあ

り、新型コロナウイルス感染症の影響が大きい 2020（令和２）年度と 2019

（令和元）年度を比較しても、利用回数は増大しています（35 ページ参

照）。 

さらに、新型コロナウイルス感染症拡大を契機として食品宅配サービス

やフードデリバリーの利用を開始した人や利用頻度が増加した人が一定

数おり、配達スピードを求める業務用自転車の事故が今後懸念されます。 

 

  

図 ２-１１ 自転車通勤の状況 

資料：au 損害保険株式会社ウェブサイト「トピックス ～東京都の「自転車通勤」に新型コロナが与えた影響を調査

～」（2020（令和２）年７月） 

注：東京都在住で週 1回以上自転車通勤をしており、かつ勤務先から自転車通勤を認められている会社員の男女 500 人

を対象としたインターネットによるアンケート調査（2020（令和２）年６月実施） 
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図 ２-１２ 新型コロナウイルス感染症拡大前後の食品宅配サービス、フードデリバリー

利用状況 

資料：株式会社クロス・マーケティング「食品宅配サービス・フードデリバリーに関する調査」（2020（令和２）年

11 月）に一部加筆 

注：全国の 20～69 歳の男女を対象としたインターネット調査。有効回答数は 1,100 サンプル。 

 

  

感染拡大前から利用しており、拡大後の利用頻度は増えた 
 

感染拡大前から利用しており、拡大後の利用頻度は変わっていない 
 

感染拡大前から利用していたが、拡大後の利用頻度は減った 
 

感染拡大後に初めて利用した 
 

利用したことはない 
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２.３ ＳＤＧｓへの貢献 

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、2015

（平成 27）年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」において掲げられた、2030（令和 12）年までに持続可能でよりよ

い世界を目指す国際目標のことです。17 のゴール・169 のターゲットから構成

され、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っ

ています。 

SDGs の達成に向け、社会・経済・環境等、あらゆる分野での総合的な取り組

みが求められており、自転車の活用推進を通じて以下の目標（ゴール）に貢献

できると考えられます。 

表 ２-２ 自転車の活用推進による SDGs への貢献 

自転車に関連する目標 自転車活用推進による貢献 

 

目標３【保健】 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を

確保し、福祉を促進する 

・自転車の活用推進による

健康増進 

 

目標４【教育】 

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を

確保し、生涯学習の機会を促進する 

・交通安全教育による学習

機会の確保 

 

目標７【エネルギー】 

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能

な近代的なエネルギーへのアクセスを確保する 

・自転車の活用推進による

移動時のエネルギー消費

（化石燃料・電力等）の

低減 

 

目標８【経済成長と雇用】 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての

人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある

人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促

進する 

・自転車の活用推進による

通勤や業務時の移動の支

援 

・自転車の活用推進による

商店街の振興 

 

目標９【インフラ、産業化、イノベーション】 

強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的

かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーショ

ンの推進を図る 

・観光等他分野への自転車

活用による産業振興 

・シェアサイクルの導入に

よるイノベーションの推

進 

 

目標１１【持続可能な都市】 

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続

可能な都市及び人間居住を実現する 

・自転車の利用環境整備に

よる安全・快適に移動で

きるまちづくり 

 

目標１３【気候変動】 

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対

策を講じる 

・自転車の活用推進による

カーボンニュートラルの

実現 

 

目標１７【実施手段】 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グ

ローバル・パートナーシップを活性化する 

・自転車の活用推進のた

め、行政・区民・関係者

が連携して、取り組みを

実施 
画像資料：国際連合広報センターウェブサイト  
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２.４ 品川区の概況 

（１）人口 

① 人口 

品川区の人口、世帯数は年々増加傾向にありましたが、2022（令和４）

年に約 2,700 人、1,200 世帯減少しましたが、2023(令和５)年には多少持

ち直し、404,196 人、228,925 世帯となっています。 

 
図 ２-１３ 人口と世帯数の推移 

資料：品川区「品川区の統計」（2023（令和５）年８月）より作成 

注：住民基本台帳人口。各年１月１日 

 

② 将来人口推計 

品川区の将来人口は、2041（令和 23）年で 429,304 人のピークに達し、

2060（令和 42）年には 407,523 人まで減少すると予想されています。 

 

図 ２-１４ 品川区の将来人口推計  
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（２）地形 

区西部は標高 20ｍ以上の台地を形成しており、区東部は東京湾に接す

る低地と埋立地から形成されています。特に京急本線（国道 15 号（第一

京浜））周辺部を境にして高低差が顕著です。 

また、目黒川に沿って谷地が形成されていることから、区北西部におい

ても高低差が見られます。 

 

 

 

 

 

 

図 ２-１５ 品川区と周辺地域の標高 

資料：国土数値情報「標高・傾斜度５次メッシュ」（2009（平成 21）年５月）より作成 

注：250m メッシュ内の平均標高を表示 
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（３）土地利用等 

① 公共施設の分布状況 

公共施設は区内全域に分布しており、区役所は区のほぼ中央部に立地し

ています。さらに、これを補完する地域センター13 か所が、区全域をカバ

ーするように分布しています。 

 

 

 

図 ２-１６ 公共施設の分布状況 

資料：品川区ウェブサイトより作成 
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② 商業施設の分布状況 

大規模小売店舗やスーパーマーケット3は、おおむね区内に広く分布し

ていますが、区南側や東側で分布が少ない地域も見られます。 

商店街もおおむね区内に広く分布していますが、大規模な商店街4は、お

おむね区西部の内陸部に多く位置しています。 

 

 

 

図 ２-１７ 商業施設と商店街の分布状況 

資料：東洋経済新報社「全国大型小売店総覧 2023 年版」（2022（令和４）年７月）、日本全国スーパーマーケット情

報ウェブサイト「検索と一覧」、各商店街ウェブサイト「店舗一覧 等」、品川区資料より作成 

 

 

                            
3 大規模小売店舗は、店舗面積 1,000 ㎡以上の店舗。スーパーマーケットは、「日本全国スーパーマーケット情報」にお

ける「食品スーパーマーケット」の分類を対象とした（大規模小売店舗との重複は除外。また、大規模小売店舗内に

スーパーマーケットが入っている場合は、大規模小売店舗として表示）。 
4 総会員数（正会員、準会員）が 50 人以上の商店街（会）を大規模な商店街とした（品川区資料より） 
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③ 学校の分布状況 

学校（小学校、中学校、義務教育学校5、高等学校）は、区内全域に分布

しています。 

大学については、主に区西部の内陸部に多く分布しています。 

 

 

 

 

 

 

図 ２-１８ 学校の分布状況 

資料：品川区ウェブサイト「教育・子どもの施設」より作成 

 

  

                            
5 義務教育学校は 2016（平成 28）年に新設された学校教育制度で、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学

校のこと。小中一貫校が小学校・中学校にそれぞれ校長や教職員組織が立てられているのに対し、義務教育学校は小

学校・中学校通して一人の校長、一つの組織となっている。 
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④ 保育施設・幼稚園の分布状況 

区内には、多様な保育施設や幼稚園が立地しており、区内全域に分布し

ています。八潮地区や大井競馬場がある勝島地区にも、保育施設が立地し

ています。 

 

 

 

 

 

 

図 ２-１９ 保育施設・幼稚園の分布状況 

資料：品川区資料より作成 
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⑤ 拠点整備の状況 

再開発等の拠点整備に合わせ、地域需要や事業内容等を踏まえて、区の

付置義務条例や要綱等に基づいた駐輪場の整備を予定しています。 

 

 

図 ２-２０ 拠点整備（予定）地区の分布状況 

資料：品川区「しながわのまちづくり」（2023（令和５）年４月）より作成 
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（４）交通環境 

① 鉄道駅の状況 

区内には 14 路線の鉄道が乗り入れており、40 駅（駅名数は 26 駅）の鉄

道駅が存在しています。 

2021（令和３）年の１日当たりの乗降客数は、目黒駅の 501,301 人／日

が最も多く、次いで五反田駅、大崎駅、大井町駅の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

図 ２-２１ 乗降客数の状況 

資料：東京都「東京都統計年鑑」（2018（平成 30）年～2021（令和３）年）より作成 

注１：複数路線乗り入れ駅は合算して記載 

注２：1 日当たりの乗降客数は、年間乗降客数を 365 日で割って算出 

注３：JR は乗車人員しか公表していないため、２倍にして乗降客数として算出  
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② バス路線の状況 

路線バスについては、おおむね区東部の臨海部を都営バスと京浜急行バ

スが運行しており、区西部の内陸部を東急バスが運行しています。コミュ

ニティバス「しなバス」は、区南部の西大井駅～大森駅間を結んでいます。 

また、内陸部の荏原周辺にはバス路線が通っておらず、空白地帯が見ら

れます。 

 

 

 

図 ２-２２ バス路線の状況 

資料：国土数値情報「バスルート」（2022（令和４）年８月）、国土数値情報「バス停留所」（2022（令和４）年８

月）、品川区ウェブサイト「コミュニティバス『しなバス』」（2024（令和６）年１月）より作成 

注１：国土数値情報のバスルート、バス停留所に、コミュニティバス「しなバス」のバスルート、バス停留所を追加 

注２：路線の重なりが見えるよう、多少ずらして表示 

注３：高速バス、空港交通は除外 
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２.５ 自転車交通現況 

（１）交通安全環境 

① 自転車事故の発生状況 

近年の状態別交通事故死傷者数の推移をみると、四輪車の死傷者数が減

少傾向にある一方で、自転車の死傷者数は増加傾向にあります。 

 

図 ２-２３ 状態別交通事故死傷者数の推移（品川区） 

資料：警視庁「交通事故統計表（累月報）」（2016（平成 28）年中～2022（令和４）年中）より作成 

 

2020（令和２）年以降は、総事故件数、法令違反事故件数ともに増大し、

2022（令和４）年には 487（法令違反 322）件となっています。 

 

図 ２-２４ 法令違反の有無別、自転車関連事故件数の推移（品川区） 

資料：警視庁「交通事故統計表（累月報）」（2016（平成 28）年中～2022（令和４）年中）より作成 
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